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地域の皆様、ドライバーの皆様、ご理解とご協力をお願いします

※H27年4月29日の状況（撮影：鳴子国道維持出張所）

仙台河川国道事務所 鳴子国道維持出張所は、

国道47号のうち国道４号との交差点から山形

県境までを維持管理しています。

みやぎの「かわとみち」情報が満載！

仙台河川国道事務所

ホームページはこちら↓    

http://www.thr.mlit.go.jp/sendai

国道４７号は、道路の植樹帯などに花などを植え

ている活動や除草活動、清掃活動などを行ってく

ださっている方々に支えられています。

国道４７号では、消えかかった区画線を引き直し、道路の維持に努めています。

区画線工事を行いました

石ノ梅親和会

作 業 の 様 子


